
（１）大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第８条に基づく基本計画
（２）大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024～新しいおおいたの共創～」の部門計画
（３）第4次計画の継承と、国の基本計画の基本的方向を反映
（４）消費者教育推進法第１０条に定める県消費者教育推進計画

１ 計画の位置づけ

令和８年度～令和１２年度

２ 計画の期間

第５次大分県消費者基本計画（素案）の概要について

県では、令和３年３月に策定した「第４次大分県消費者基本計画」の計画期間（令和３～令和７年度）の終了
に伴い、これまでの取組状況を踏まえて、消費者の利益の擁護及び増進に関する県の施策の一層の充実を図
るため、「第５次大分県消費者基本計画」の策定を進めているところです。
つきましては、この度、新たな計画の素案を作成しましたので、広く県民の皆さまからのご意見を募集します。


